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現在、学校法人の役員には改選期ごとに山桜会役員から6名が選任されている。山桜会・学校法人とも、役
員の任期は3年であるが、改選時期に1年のずれがある。このままでは、山桜会の役員はその任期を終了しても
学校法人の役員を続けることになり、お互いの業務執行に差し障りが生じるおそれがある。
そこで役員任期のスタート時点を合致させるため、平成16年4月からの山桜会役員任期を今回限り特別に1年
伸長し平成20年3月末日までの4年とする。そのため下記のとおり会則の附則の一部を改正したい。

会長が副会長を委嘱 

理事の互選に 
より会長を選出 

評議員会で理事を選出 

選考委員会による選任 

推薦受付 
（受付期間） 

会報到着日より 

平成16年1月31日必着 

※同封の推薦票を使用のこと 

評議員・監事を委嘱 

ご本人に承諾を得る 

学 校 法 人

山桜会（変更前）

山桜会（変更後）

H16.4～H19.4

H13.4～H16.4 H16.4～H20.4

会則改正趣旨

変　更　前 変　更　後

第7章　附　　　則

第21条 （省略）
第22条 （省略）

第23条　この会則は必要に応じ、総会に出席した正会員
の過半数の承認を得て改正することができる。

第24条　この改正会則は平成15年1月18日より実施する。

第7章　附　　　則

第21条（省略）
第22条（省略）
第23条 平成16年4月1日から就任する役員に限り、第12

条の規定にかかわらず任期は4年とする。

第24条 この会則は必要に応じ、総会に出席した正会員
の過半数の承認を得て改正することができる。

第25条 この改正会則は平成16年1月17日より実施する。

（アンダーライン部分が変更箇所）

会則新旧対照表

役員改選の流れ

役員改選年月

H14.4～H17.4 H17.4～H20.4

H13.4～H16.4

H13.4 H14.4 H15.4 H16.4 H17.4 H18.4 H19.4 H20.4


